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学校事務職員と学校の経営資源 

周防大島町教育委員会 教育長 星野 朋啓  

 

学校事務職員の皆さん、経理や会計、学習環境の整備等、業務の遂行にご尽力いただき、感謝しており

ます。 

今回は学校の経営資源について、私が考えていることを述べます。経営資源とは、組織が成果をあげ、

事業を継続するために必要となるものを指し、「ヒト・モノ・カネ・情報」の４つに分類されることが多

いです。 

学校事務職員は、特に、「カネ・モノ」の面から、学校を支えていると言われますが、実際にはすべて

の経営資源に深くかかわっていると考えています。以前、私が所属した学校では、学校事務職員の方か

ら、保護者や地域住民等の「情報」を共有してもらったことで、より適切な対応が可能になりました。受

け取った「情報」は学校の安定化にとって必要不可欠な資源となりました。 

経営学では、資源の状況をふまえた施策立案の重要性が示されています。学校現場に引き付けて考え

れば、「保有する資源の増減」や「教職員・関係者相互の資源のやり取りの円滑さ」に着目して、学校組

織の状況をとらえた上で、達成可能な目標を立て、具体的に手立てを打つことが求められます。 

今後も、学校事務職という立場から、資源（ヒト・モノ・カネ・情報）をとらえながら、所属校の運営

に積極的に参画していただきたいと願っております。 

 

 

 

周防大島ならではの共同実施を求めて 

拠点校校長 周防大島町立大島中学校長 東原 孝  

 

２５年ぶりに周防大島の教育に携われることに大きな喜びを感じながら、４月に本校に着任いたしま

した。しばらく他市町に勤務し、久々に帰ってきて驚いたのが、周防大島町は教育費がとても充実してい

るということです。周防大島町は、教育におけるあらゆる分野での手厚い支援がしっかり行き届いてい

る印象があります。山口県小学校長会が毎年行っている「市町教育費調査」の結果を見ても、児童一人あ

たりの予算額は他市町よりもかなり充実していることがわかります。この充実した支援をさらに実りあ

るものにするため、学校・地域・家庭が連携・協働しながら周防大島ならではの教育を日々展開していま

す。だからこそ、その一端を担う私たちの事務の共同実施事業も日々進化し、周防大島ならではの新しい

挑戦をしていかなければなりません。 

先日、過去の本紙「共同実施だより」を本校主査から見せていただきました。共同実施が始まった平成

１９年６月に発行された第１号から本号まで、実に通算９８号の発行となり、内容も事務に関する当時

の新しい情報が満載で、共同実施の取組の歴史がとてもよくわかる貴重な「刊行物」となっています。特

に印象に残ったのは、平成２１年度第１号に掲載されていた「共同実施＝協働実施」。まさにその通り。

大きな感銘を受けました。 

本町共同実施の過去を学びながら、今後も周防大島ならではの新しい挑戦にむけた取組を展開し、周

防大島の共同実施の新たな歴史を刻んでいくことを期待しています。 

周防大島町 

事務の共同実施 

ウェブページ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和６年度税制改正法案が設立し、令和６年分所得税お

よび住民税について定額減税が実施され、令和６年６月１

日以降最初に支払う給与から定額減税が行われます。 

 

令和6年度 周防大島町事務の共同実施の取組 

年度初めに周防大島町内小中学校教職員全員

に配付した左のプリントはご覧になっていただけた

でしょうか？ 

共同実施について知ってもらうとともに、裏面の

「年度初めに再確認！」により、共通理解事項の周

知をはかり、学校事務の平準化に役立つよう作成し

ました。しっかりご活用ください。 
 

周防大島町事務の 

共同実施では「学校 

の総合力向上」の 

ため、「正確でより質 

の高い事務の提供」 

「学校運営に参画で 

きる事務職員の育 

成」に取り組みます。 

社会保険料累計 所得税累計

雇用保険

課税対象額 所得税 住民税

給与累計

定額減税について 

給与支給明細書のココを見よう！ 

所得税 

 ・６月から減税 

・減税しきれなかった場合、 

翌月以降順次減税 

住民税 

  ・６月分は徴収せず、減税後の残額を11か月で均等に徴収 

  ・令和6年6月～令和7年5月の住民税額については決定通知書をご確認ください 

減税

所得税

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

減税 減税

所得税 所得税 所得税

減税

※ 詳しくは国税庁や総務省などのホームページでご確認ください。 
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